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第 ５ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 
 

日      時  令和２年５月１８日（月）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員  6 田口 慶則・7 森 哲也・14 宮本 政春・15 守山 孝之 

          16 中谷 秀也・17 西森 偉統・18 結城 晉三・20 諸戸 善昭 

          22 中野 たつ子・24 前田 孝幸 

                                    以上１０名 

 

欠 席 部 会 委 員   

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  勝田事務局長・野村事務局次長・増田主査 

 

総 合 支 所   

 

議 事 録 署 名 者  24 前田 孝幸・7 森 哲也 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

 報告第４号 農地所有適格法人の定期報告について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第７号 非農地証明願いについて 

 議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

       について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第５回第２農地部会を開会させていただきます。 

       各位の発言をしてもらうときは、マスク着用のままお願いします。 

       本日の欠席はなし。出席委員数は１０名でございます。 

       議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

       ２４番 前田 孝幸委員、７番 森 哲也委員、よろしくお願いします。 

       それでは、初めに、会長の専決等の報告事項に入らせていただきます。よろ

しくお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページから２ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から１０で、合計件数は１０件、合計面積は１５，９３２㎡で、その

内訳は、田が１５，１００㎡、畑が８３２㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

 

３ページから６ページをお願いします。 

報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

番号１から８で、合計件数は８件、合計面積は２８，３６０.９１㎡で、その

内訳は田が２３，３９１㎡、畑が４，９６９.９１㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

 

なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届出人に対して指導しております。 

 

７ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、でござ

います。 

番号１、貸駐車場用地 でございます。 

 

以上、件数は１件、合計面積は畑で８４０㎡でございます。 

 

８ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。 

 

番号１、有限会社     、主たる耕作物 水稲、耕作面積 田 １３８

ｈａ 畑７ｈａ 合計１４５ｈａ。 

 

番号２、有限会社     、主たる耕作物 水稲、耕作面積 田 １６ｈ

ａ 畑９ｈａ 合計２５ｈａ。 

 

番号３、有限会社     、主たる耕作物 茶、耕作面積 畑４ｈａ 合

計４ｈａ。 
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以上件数は３件で、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件のすべ

てを満たしております。 

 

報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入らせていただきます。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）を

議題とします。 

       番号１番に関しましては    委員に関する案件ですので、先に番号１の

みを採決、その後、番号２から９の案件について採決したいと思います。 

       それでは、第１号に対して農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の

制限に該当しますので、    委員、一時退室願います。 

 

       ＜ 退 室 ＞ 

 

議  長   それでは、番号１の説明を事務局、よろしくお願いします。 

 

事 務 局   ９ページをお願いします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で

ございます。 

 

       番号１、地区 久居、受人     、面積 ３３，２２７．５０㎡、渡人

     、面積 １，６５５㎡、申請地 木造町トヤグロ    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 １３５㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢による労力不足のため営農縮小する渡人

から申請地を譲り受け、営農を拡大するものでございます。 

 

全部効率利用要件・農作業常時従事要件・下限面積要件・地域との調和要件

など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たし

ていると考えます。 

        

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、番号１について、地元委員のご意見を伺いしたいと思います。 

 

森 委 員   ７番 森です。５月８日の日に現地調査に行ってまいりました。当日は、私

と地元推進委員、久居事務局と行ってまいりました。現場は、ＪＲ紀勢本線の

線路沿いのところです。    の当たられるところでして、現場は問題あり

ませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございました。皆さん方のご意見をお伺いしたいと思いま

す。 

       よろしいですか。 
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部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第１号について、

番号１について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号、番号１については許可すること

を決定したいと思います。 

       入室をお願いします。 

 

       ＜ 入 室 ＞ 

 

議  長   それでは、番号２から９の説明、よろしくお願いします。 

 

事 務 局   続きまして、ご説明申し上げます。 

 

番号２、地区 久居、受人     、面積 ５，８２２㎡、渡人    

 、面積 ２，３７９㎡、申請地 戸木町矢硲    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 １，２４６㎡ 外１筆、合計面積 ２，３７９㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢により離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。 

 

       番号３、地区 久居、受人     、面積 ８，８２４㎡、渡人    

 、面積 ７，６６９㎡、申請地 久居藤ケ丘町藤谷    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 １７８㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢による労力不足のため営農縮小する渡人

から、耕作利便のよい申請地を譲り受けるものです。 

 

       番号４、地区 栗葉、受人     、面積 ４０３㎡、渡人     、

面積 １０，８４６．３４㎡、申請地 久居一色町羽場    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ２２８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、営農を拡大する

ものです。 

       なお、下限面積につきましては、次の議案第２号 番号１において許可申請

がなされているため、合わせて５，０００㎡を超えるものです。 

 

       番号５、地区 榊原、受人     、面積 ７，０７３㎡、渡人    

 、面積 １，０１４㎡、申請地 榊原町長谷    、台帳地目 田、現況

地目 畑、面積 １６８㎡ 外３筆、合計面積 １，０１４㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため離農する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

 

       番号６、地区 大井、受人     （持分６分の４）、面積 ３，１９９

㎡、渡人     （持分６分の１）、面積 ４，０６６㎡、申請地 一志町

井関平田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２，８６３㎡ 外１筆、
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合計面積 ４，０６６㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。 

 

       番号７、地区 大井、受人     （持分６分の４）、面積 ３，１９９

㎡、渡人 亡     （持分６分の１） 相続財産管理人 弁護士    

 、面積 ４，０６６㎡、申請地 一志町井関平田    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 ２，８６３㎡ 外１筆、合計面積 ４，０６６㎡。 

       これにつきましては、受人は、登記名義人の死亡により、相続財産管理人か

ら申請地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

 

       番号８、地区 大三、受人     、面積 ２１，８８５㎡、渡人   

  、面積 ９０７㎡、申請地 白山町二本木中野田    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 ２０１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、営農を拡大する

ものです。 

 

       番号９、地区 丹生俣、受人     、面積 １６，５４４㎡、渡人  

   、面積 １，８０２㎡、申請地 美杉町丹生俣口唐戸    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ５４８㎡ 外１筆、合計面積 １，３４４㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

 

       以上、合計件数は９件、合計面積は１３，６１１㎡で、その内訳は、田が１

０，８０３㎡、畑が２，８０８㎡でございます。 

 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件・農作業常時従事要件・下

限面積要件・地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、番号２番から９番について、地元委員のご

意見をお伺いします。２番、３番、お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。９日の日に現地確認をしてきました。この２番についてで

すけど、２番は、    の西、太陽光のあるすぐ南です。あれは竹やぶの中

みたいなものですね。それを自分で耕して無農薬みたいな感じで、全部野菜を

作るという話ですので、これは事務局の説明どおりです。 

       ３番について、これは    南に約２００ｍぐらいのところです。これも

事務局の説明どおりですので、何ら問題はないとは思います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ４番、５番お願いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。４番は、５月８日の日に現地調査へ行ってまいりました。地
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元推進委員と久居事務局と行ってきました。現場は、これは    から南へ

３００ｍぐらい行ったところで、以前からあそこらは自然の多い土地でござい

ます。現場のほうは、事務局の説明のとおりで、何の問題もないと思いますの

で、よろしくお願いします。 

       それから、５番については、これも５月８日の日に現地調査へ行ってまいり

ました。これは、地元推進委員と久居事務局で行ってまいりました。現場のほ

うは、    から南へ５００ｍぐらいのところの鉄塔の下まで行ったところ

です。これも事務局説明のとおりで、何の問題もないと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ６番、７番、お願いします。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。これは、５月８日の日に私と地元推進委員、それから一

志事務局と現地確認をしました。場所は、    の下の池の下に当たるとこ

ろです。何も問題はないと思いますので、よろしくお願いします。６と７は同

じです。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ８番お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。５月８日の日に私中谷と地元推進委員、白山事務局とで

確認をしました。場所は、    等々がある、ほとんど敷地内と言えるよう

なところです。相手方の要望により営農拡大ということで何ら問題はないかと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ９番です。 

 

結城委員   １８番 結城です。９番について説明をいたします。８日の日に地元推進委

員と事務局で現地を確認いたしました。渡人は高齢で、後継者もいなく、遠方

のため、近くで耕作している方がおられるので、その方に譲りたいと。受人は、

また飼料作物として牧草を栽培したいということでございます。よろしくお願

いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号２番から９番について、地元委員の説明に対する皆さん方のご意見をお

伺いしたいと思います。 

       どうですか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました番号２番から９番に

ついて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   ありがとうございます。 

       異議なしと認めます。よって、番号２番から９番について許可することと決

定したいと思います。 

       続きまして、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（使

用貸借）を議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １１ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（使用貸借）でご

ざいます。 

       番号１、地区 栗葉、借人     、面積 ４０３㎡、貸人     、

面積 １０，８０８．３４㎡、申請地 中村町上見    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 １，８７２㎡ 外３筆、合計面積 ５，８７６㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人から申請地を借り受け、営農を拡大する

ものです。 

 

       以上、件数は１件、面積は田で５，８７６㎡でございます。 

 

       この案件につきましても、全部効率利用要件・農作業常時従事要件・下限面

積要件・地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ただいま説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

森 委 員   ７番 森です。５月８日の日に地元推進委員と私と久居事務局と現地調査に

行ってまいりました。現場は、    から南へ８００ｍぐらい行ったところ、

    の近くでございます。現場のほうは別に問題はないと思います。事務

局の説明のとおりでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思

います。 

       よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   意見もないようですのでお諮りします。ただいま審議をいただきました議案

第２号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定し

たいと思います。 
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       続きまして、議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

てを議題とします。 

       事務局、説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

       番号１、地区 栗葉、申請者     、申請地 久居一色町羽場    の

一部、台帳地目 畑、現況地目 畑・宅地、面積 ２６７㎡のうち１００㎡ 外

１筆、合計面積 ２６１㎡。 

       これにつきましては、申請地を住宅敷地・物置用地・庭用地とするものです。 

       申請地について、申請人の亡き父が、昭和６２年１０月頃から隣地と一体利

用して現在の用途に利用している旨の始末書の提出がありますことから、これ

を追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

        

以上、件数は１件、面積は畑で２６１㎡でございます。 

       この案件につきましては、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

        

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。お願い

します。 

 

森 委 員   ７番 森です。５月８日の日に現地調査へ行ってまいりました。地元推進委

員と私と久居事務局の３名で行ってまいりました。現場のほうは、    か

ら東へ２００ｍほど行ったところでございます。事務局説明のありましたとお

り、現在、小屋と庭になっております。以前から、相続される土地をそのまま

使っていたということでございます。事務局の説明のとおりでございますので、

何も問題はないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さんからのご意見をお伺いしたいと

思います。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。 

       それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第３号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することに決定し
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たいと思います。 

       続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（所有権移転）を議題とします。 

       事務局、説明をよろしくお願いします。 

 

事 務 局   １３ページから１４ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 戸木町西

羽野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４６２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。 

       申請地は、市街化調整区域であるため、都市計画法第４３条の建築許可と同

時の転用許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居北口

町洗ヶ瀬    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 １１１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を看板設

置用地とするものです。 

       申請地について、平成２０年頃に砕石敷にした旨の始末書の提出があります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 戸木町三丁山    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ８３８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は２７３㎡、パネルの設置率は、申請地の実測面積６２５㎡

に対して４３．６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号４、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 戸木町城山    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ６９０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネルの設置面積は３４９．２０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５０．

６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号５、地区 久居、受人 社会福祉法人      理事長     、

渡人     、申請地 久居藤ケ丘町藤谷    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ２，９５１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を保育所

用地とするものです。 
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       なお、都市計画法第２９条の開発許可と同時の許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号６、地区 久居、受人 有限会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 久居明神町コボレ山    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ４９８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を直売店

としての店舗兼事務所用地、駐車場用地とするものです。 

       申請地は、市街化調整区域であるため、都市計画法第４３条の建築許可と同

時の転用許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号７、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居明神

町コボレ山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３２２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場

用地とするものです。 

       番号６と関連する案件であり、直売店の従業員用駐車場として１０台分の駐

車スペースを確保する計画です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号８、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 牧町西馬場山    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ５６８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３３８㎡、パネルの設置率は、転用面積の５９．５％にな

ります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号９、地区 久居、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 牧町西馬場山    、台帳地目 山林、現況地目

 畑、面積 ９６１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は５７０．３３㎡、パネルの設置率は、転用面積の５９．３％

になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１０、地区 栗葉、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人 被成年後見人      成年後見人     、申請地 庄田町上出

    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７０４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４２７．０６㎡、パネルの設置率は、転用面積の６０．７％

になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号１１、地区 栗葉、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 中村町山ノ越    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 １１２㎡ 外１筆、合計面積 ５８８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３３２．５２㎡、パネルの設置率は、転用面積の５６．６％

になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１２、地区 波瀬、受人     、渡人     、申請地 一志町

波瀬会下    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４７９㎡ 外１筆、合

計面積 １，２０６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４７９．２２㎡、パネルの設置率は、不整形地であるため

転用面積の３９．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１３、地区 高岡、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 一志町田尻片山    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ２，７７０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を建売分

譲住宅用地とするものです。 

       市の開発指導要綱に基づく開発事業に該当するため、５月部会の審議後に、

指導要綱に基づく確認済書の交付と同時の許可となる予定でいます。 

農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号１４、地区 倭、受人     、渡人     、申請地 白山町佐

田大垣内    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，０５３㎡ 外２筆、

合計面積 １，１３８．９１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４４２．２０㎡、パネルの設置率は、不整形地であるため、

転用面積の３８．８％になります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号１５、地区 倭、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町佐田坊ノ裏    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ９１９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３６０．８０㎡、パネルの設置率は、不整形地であるため、

転用面積の３９．３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号１６、地区 下多気、受人 株式会社      代表取締役    

 、渡人     、申請地 美杉町下多気下之世古    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 ４５２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は２６７．２０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５９．１％

になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１６件、合計面積は１５，１７８．９１㎡、このうち田が９，

０６８．９１㎡、畑が５，１４９㎡、その他が山林で９６１㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番から９番です。お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。去る８日の日に１番から９番まで現地確認をしてまいりま

した。１番は、地元推進委員と見てまいりました。これは、久居の１６５号線

の    から南へ約５００ｍぐらいのところです。これも事務局の説明どお

りで、何も問題もございません。 

       ２番について、これは地元推進委員、私と久居事務局で見てまいりました。

これは、    の信号、新しい道を作ったところ、    から約３００ｍ

ぐらい行ったところかな、その道のところに看板を上げたいということですの

で、これも何ら問題はないと思います。よろしくお願いします。 

       ３番、４番は、場所は一緒です。これも地元推進委員と私と久居事務局で見

てまいりました。    のすぐ東です。詳細については事務局の説明どおり

です。 

       ５番について、これは地元推進委員と見てまいりました。これは久居の中勢

バイパス、    から南へ約３００ｍ、    のすぐ北、    の隣で

す。保育園にするということですので、ここは何の問題ないと思います。 

       それで６番、７番、これも場所は一緒ですので、地元推進委員と見てまいり

ました。これもちょうど    のすぐ西でございます。これも問題ないと思

いますのでよろしく。 

       そして８番、９番、これも一緒のところですので、地元推進委員、私と久居

事務局で    の西側３００ｍぐらいのところでございます。これも何ら問

題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       １０番、１１番、お願いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。１０番ですが、これは５月８日の日に現地調査に行って、地

元推進委員と私と久居事務局と３人で行ってまいりました。現場は、１６５号

線の    の手前の左側のところでございます。以前からソーラーが増えて
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きているところでございます。事務局説明のとおりで、何ら問題もないと思い

ますので、よろしくお願いします。 

       １１番です。１１番も５月８日に、これは地元推進委員と私と久居事務局の

３人で行ってまいりました。現場は、１６５号線から    へ入っていく道

の左側の    という工場の隣の土地でございます。これも事務局説明のと

おりで、何の問題もないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       １２番お願いします。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。これは、８日の日に地元推進委員と、それから一志事務

局と現地を確認してきました。農地であるかなというぐらい荒れていまして、

山林化しておるようなところです。何ら問題はないと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       １３番お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田です。５月８日に会長、私と地元推進委員と事務局の人で現地

を確認しました。場所は、    、近鉄の沿線の田んぼでございます。周辺

部は住宅地になっております。何ら問題はないかと思います。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       １４と１５、お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。８日の日に、私中谷と地元推進委員と白山事務局と確認

をしてまいりました。場所は、近鉄の    のすぐ北側でございます。雑草

が生い茂っているようなところでしたが、確認に行ったときにはきれいに刈っ

てありまして、太陽光ぐらいしかないのかなというようなところです。 

       １５番ですけども、場所は、１４番の西５００ｍぐらいのところです。これ

も近鉄線のすぐ北側になります。ここもずっと雑草が生い茂っていたところで

すけども、２、３か月前に１か所太陽光になった途端、きれいに刈られており

まして、その一角がまた太陽光発電という形でなっております。何ら問題はな

いかと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       １６番お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。８日の日に地元推進委員と事務局で現地を確認いたしま

した。渡人は申請地を管理することができず、荒らしたまま放っていました。

管理は手が回らないという理由でした。 

 

議  長   それでは、お諮りさせていただきます。審議していただきました議案第４号

について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については、許可することを決定

したいと思います。 

       続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（賃貸借権）を議題といたします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。 

       番号１、地区 久居、借人      株式会社 代表取締役     、

貸人     、申請地 戸木町池尻    、台帳地目 田、現況地目 雑

種地、面積 ８８３㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に７か月間の賃貸借権を設定し、

申請地を工事用仮設事務所用地、駐車場用地として一時転用するものです。 

       同地区内で計画されている    の物流施設建設工事に伴う一時転用であ

り、許可申請前に着工してしまった旨の始末書の提出がありますことから、こ

れを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第１種農地であり、原則転用を許可しない農地と位置づけられ

ておりますが、「申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に

供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供

することが必要あると認められる場合」に該当し、不許可の例外に該当するも

のと判断されます。 

        

以上、件数は１件、面積は田で８８３㎡でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。５月８日の日に現地を見てまいりました。これは事務局の

説明どおりでございます。場所は    、    のある北へ約３００ｍぐ

らいのところです。    の入り口のところでございます。仮設事務所を先

に組んで使っていたもので、地元推進委員から、許可もないのにだめではない

かという指摘であったと思います。現場はきちっとしてあるみたいです。あと

片づけは片づけで、また確認が必要かなと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございました。皆さん方のご意見がありましたらお伺いし

ますが。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。 
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       それでは、お諮りさせていただきます。ただいま審議をいただきました議案

第５号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することに決定し

たいと思います。 

       引き続きまして、議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（使用貸借）を議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）

でございます。 

       番号１、地区 久居、借人     、貸人     、申請地 新家町己

改    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １８３㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に６０年間の使用貸借を設定し、

申請地を分家住宅用地とするものです。 

       申請地は、市街化調整区域であるため、都市計画法第４３条の建築許可と同

時の転用許可となります。 

       なお、昭和６３年頃家屋を建築し、利用してきた旨の始末書の提出があり、

当該家屋を解体し、新たに住宅を建築する計画です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 久居、借人     、貸人     、申請地 久居小野

辺町畑山新田    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ３８７㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に永年間の使用貸借を設定し、申

請地を分家住宅用地とするものです。 

       申請地は、市街化調整区域であるため、都市計画法第４３条の建築許可と同

時の転用許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

        

以上、件数は２件、合計面積は５７０㎡、このうち田が３８７㎡、畑が１８

３㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意見をお伺い

します。１番、２番お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。８日の日に現地を見てまいりました。これも久居事務局と

地元推進委員と見てまいりました。 

       １番は、    の西約３００ｍぐらいのところです。息子の分家住宅を建

てるということです。 
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       そして、２番は、    の約５００ｍぐらい西にあるかな。２つとも事務

局の説明どおりです。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思います。 

       いかがですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。 

       それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第６号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第７号 非農地証明願いについてを議題とします。 

       事務局、お願いします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

       議案第７号 非農地証明願いについて、でございます。 

       番号１、地区 久居、願出者     、申請地 新家町己改    、台

帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ４９㎡。 

       これにつきましては、昭和元年頃より宅地利用し現在に至る旨の申請であり、

家屋登記全部事項証明書により、申請地に少なくとも昭和３０年以前より家屋

が存在することが確認できることから、申請地は農地以外の用に供され２０年

以上が経過している土地であり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号

の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えないもの

と考えます。 

 

       以上、件数は１件、面積は畑で４９㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意見

をお伺いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。今月８日の日に見てまいりました。地元推進委員と私と久

居事務局です。場所は、    へ約５００ｍぐらいの住宅の中でございます。

よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
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議  長   よろしいですか。 

       それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第７号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号については証明することに決定し

たいと思います。 

       次に、別冊としてお配りいたしました議案第８号 農業経営基盤強化促進法

第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題とします。 

       事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

       資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       まず、久居地区をご覧ください。 

       田の賃貸借、使用貸借で４８，８４６㎡、畑の賃貸借、使用貸借で４，９８

４㎡、契約件数は２５件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で７０，９６６㎡、畑の使

用貸借で３２７㎡、契約件数は３３件でございます。 

       白山地区につきましては、田の使用貸借で５，７５２㎡、契約件数は１件で

ございます。 

       美杉地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１０，１２３㎡、畑の使

用貸借で２１４㎡、契約件数は６件でございます。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１３５，６８７㎡、

畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて５，５２５㎡、合計契約件数は６５

件、合計面積は１４１，２１２㎡となっております。 

       次に、認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は久居地区１１件、一志地区２５件、美杉地区

１件で合計３７件、合計面積は９７，００７㎡でございます。 

       また、認定農業者への集積率は、件数で５６．９％、面積で６８．７％とな

っております。 

       なお、農地利用集積円滑化事業から農地中間管理事業へ移行されたものと新

規のものとの区別につきましては、今回は、全て農地利用集積円滑化事業から

農地利用中間管理事業へ移行されたものになります。 

       この部会後の事務局連絡にて、改めて説明をいたします。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に

該当します案件はございません。 

       以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 
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       説明が終わりましたが、それではご審議をお願いしたいと思います。 

       いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。 

       それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第８号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       これらの案件につきまして、適正であると認め、市長に進達することにいた

します。 

       以上で、本部会に付議されました議案は全て審議をいただきました。ありが

とうございます。 

       これをもちまして、第５回第２農地部会を閉会します。 

                                午後３時１３分 

上記は、第５回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  令和２年５月１８日 

                     議事録署名者              

 

                     議事録署名者              


